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「入居予定年月」が未確定となる物件の予告広告の取扱いについて 

 
東北関東大震災の影響で資材等の調達がいつできるかわからない状況が発生し

ており、新築分譲マンションや新築分譲住宅の入居予定年月の目処が立たないこ

とから、入居予定年月の記載ができないという問い合わせが数多く寄せられてい

ます。 
これら物件を販売するための広告において「入居予定年月」は、必要表示事項

となっています。しかしながら、現下の状況をかんがみ、予告広告においてまで

これを必ず記載することとして取り扱うと、事実上、予告広告することができな

いことになりますので、当連合会は、入居予定年月を「未定」とする予告広告を

例外的に認めることとしています（「記載例」参照）。 
なお、本広告においては、必要表示事項をすべて記載し、入居予定年月等を記

載の上、これらの予定年月が遅れることがあり得るときは、その旨を付記してく

ださい。 
 

【予告広告の記載例】 

 

① 新たに予告広告をする場合 

「入居予定年月：未定（震災の影響で資材等の入荷予定時期が未確定

のため。）」 

 

② 震災前に予告広告を実施していた場合 

「入居予定年月：未定（前回の広告で入居予定年月を『○年○月』と

記載しておりましたが、震災の影響で資材等の調達時期が未確定とな

ったため。）」 

 


